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自転車保険加入が義務化されます！
　栃木県では、自転車が関係する交通事故防止および被害者の保護を図ることを目的に「栃木県自転車条例」
を制定しました。
　令和４年４月１日（金）からは、ヘルメットの着用、自転車の点検整備が努力義務となり、７月１日（金）
からは、自転車損害賠償責任保険等（自転車保険）への加入が義務化されます。
　この機会に保険等の加入状況をチェックしてみましょう。
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